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令和７年 10月 21日 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 

 

プラスチック資源循環促進法（３２条）による再商品化委託で市町村等が負担する費用について 

 

（１）市町村等が負担する製品プラ等の再商品化費用は、協会が定める市町村委託単価に製品プラ等の引取実績

量を乗じて計算します。以下の１）、２）を合計したものが市町村委託単価となります。 

   

 １）入札によって決定する再生処理費用（落札単価） 

     市町村等、保管施設ごとで単価が異なります。２月下旬に落札単価を通知いたします。 

   ２）プラスチック資源循環促進法（３２条）により発生する協会経費単価 

協会で発生する費用の中から、プラスチック資源循環促進法（３２条）に関わる経費を抜き出し、製品

プラ等の申込見込量で除したものが単価となります。 

※ プラスチック資源循環促進法（３２条）における容リプラのうち、小規模事業者分（市町村負担分）の再

商品化に係る費用については、市町村負担となります（市町村負担分を申込まない場合は発生しません）。 

 

（２）市町村等が負担する委託単価の計算式は以下のとおりです。 

 

●令和８年度の委託単価の計算方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（３）プラスチック資源循環促進法（３２条）により発生する協会経費単価の考え方 

 令和８年度の特定事業者の再商品化実施委託単価（容リプラ）及び市町村の協会経費単価（製品プラ等）は、

令和７年１０月２０日（月）開催の当協会理事会において機関決定される予定です。そのため本資料では、令

和８年度協会経費単価の考え方のみお知らせいたします。なお、正式な再商品化実施委託単価及び協会経費

単価は理事会終了後、改めてご通知させていただきますので、よろしくお願いします。 

  

資料１８ 

↑令和７年 10 月に決定 
 ※市町村（小規模分）も 
   同じ単価 

↑容リプラのみ 

× 

↓容リプラ経費単価    
協会経費から製品プラ等除く ↓容リプラのみ ↓容リプラのみ 

 

＋ 
市町村からの申込見込

量（６月調査） 

再商品化事業者見込委託単価

（落札単価予測・過去実績） 

 

協会経費見込 

（容リプラ分） 

 ＝ 

特定事業者と市町村（小規模事業者分）からの再商品化委託申込見込量 

 

特定事業者 

再商品化実施 

委託単価 

＝ 

↓製品プラ等経費単価 

＋ 
再商品化事業者落札単価（製品プラ等） 

（令和８年２月下旬に決定）  

協会経費見込（製品プラ等分） 

市町村からの製品プラ等の申込見込量 

（６月調査） 

市町村 

委託単価 
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●製品プラ等経費単価の計算方法 

１．市町村等が負担する経費のうち、分別収集物の再商品化で発生した明確な区分が不可能な費用を「共通

経費」とし、そのうち市町村負担分として製品プラ等の重量比率で按分したものを「共通経費のうち市

町村負担額」(A)とする。 

一方、分別収集物の再商品化で追加的に発生した明確な区分が可能な費用（分別収集物の品質調査や再

商品化製品等の分析に係る経費）を「市町村固有経費」(B)とする。 

(B)は容リプラのみでは発生し得なかった費用であるという考え方に基づきます。 

２．(A)として市町村が令和８年度に負担する費用は、令和８年度予算ベースのプラスチック容器事業部の

協会経費から分別収集物の再商品化に直接関係のない経費（特定事業者に関わる経費）を除いた額に、

６月に実施した協会調査により把握した容リプラと製品プラ等の申込見込量に対する製品プラ等の重

量按分とする。 

 以降、Ｎ年度に負担する(A)は、(N)年度予算ベースのプラスチック容器事業部の協会経費から製品プラ

等の再商品化に直接関係のない経費（特定事業者に関わる経費）を除いた額に、容リプラと製品プラ等

の申込見込量に対する製品プラ等の重量按分とする。 

 (B)として市町村が令和８年度に負担する費用は、令和７年度の上期実績と下期見込の合計費用とする。

以降、Ｎ年度に負担する(B)は、(N-1)年度（前年度）の上期実績と下期見込の合計費用とする。 

３．令和８年度の協会経費見込（製品プラ等分）は上記(A)+(B)である。この費用を令和７年６月に調査し

た「市町村からの製品プラ等の申込見込量」で除したものが令和８年度の製品プラ等経費単価である。 

以降、Ｎ年度に負担する協会経費見込（製品プラ等分）は上記(A)+(B)である。この費用を（N-1）年６

月に調査した「市町村からの製品プラ等の申込見込量」で除したものがＮ年度の製品プラ等経費単価で

ある。 

ただし、令和８年度の実績費用と令和８年度に市町村が負担した上記(A)+(B)の費用の差額は原則とし

て令和 10 年度の単価に含める。以降、令和Ｎ年度の実績費用と令和Ｎ年度に市町村が負担した上記

(A)+(B)の費用の差額は原則として令和（N+2）年度の単価に含める。 
 

＜参 考＞ 

令和８年度プラスチック容器事業部の協会経費総額を特定事業者と市町村に負担する考え方 

                                    

 

  以上 

プラスチック容器事業部の協会経費（令和８年度の按分比率） ① 

対象外経費 ② 
特定事業者固有経費 

対象経費 ③ 

（市町村固有経費） 

製品プラ等の品質調

査・成分分析の経費 

対象経費 ④（共通経費）⇒重量按分 

再商品化事業者・市町村・協会全般に関わる経費 

申込見込総量Ａ  645,810 

容リプラ見込量Ｂ 625,520 

製品プラ等見込量Ｃ 20,290 

容リプラ割合Ｄ 97.0 

製品プラ割合Ｅ  3.0 

共通経費のうち 
特定事業者負担額 ⑤

（④×97.0/100） 

 
共通経費のうち 
市町村負担額 ⑥
（④×3.0/100） 

特定事業者が負担する協会経費 ⑦ 
（②＋⑤） 

 

市町村が負担する協会経費 ⑧ 
（③＋⑥） 

 

 市町村負担経費単価 ⑧／Ｃ 

（Ｂ） 

（Ａ） 


